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○南相馬市情報公開条例施行規則 

平成１８年１月１日 

規則第１６号 

改正 平成１９年３月２９日規則第１８号 

平成２２年１２月２８日規則第２２号 

平成２８年３月３１日規則第４７号 

平成３１年３月２９日規則第９号 

令和３年３月２６日規則第１０号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、市長が保有する行政情報の公開等について、南相馬市情報公開条例（平

成１８年南相馬市条例第２２号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定め

るものとする。 

（文書作成の指示） 

第２条 各課長等は、実施機関の説明責任を果たすため、各課長等の判断に基づき会議録、

復命書等の作成を所属職員に命じなければならない。 

（行政情報公開請求書） 

第３条 条例第６条第１項の公開請求書は、行政情報公開請求書（様式第１号）とする。 

（行政情報公開決定通知書等） 

第４条 条例第１１条第１項又は第２項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分

に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。 

(1) 条例第１１条第１項の規定による行政情報の全部公開を行う決定 行政情報公開決

定通知書（様式第２号） 

(2) 条例第１１条第１項の規定による行政情報の部分公開を行う決定 行政情報部分公

開決定通知書（様式第３号） 

(3) 条例第１１条第２項の規定による行政情報の全部を公開しない旨の決定（条例第１０

条の規定により公開請求を拒否するとき、及び公開請求に係る行政情報を保有していな

いときの公開をしない旨の決定を含む。） 行政情報非公開決定通知書（様式第４号） 

（行政情報公開決定等期間延長通知書） 

第５条 条例第１２条第２項及び第３項の規定による通知は、行政情報公開決定等期間延長

通知書（様式第５号）により行うものとする。 

（事案移送通知書） 

第６条 条例第１３条第２項の規定による通知は、事案移送通知書（様式第６号）により行

うものとする。 

（第三者に対する意見書提出の機会の付与等） 

第７条 条例第１４条第１項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 行政情報の件名 

(2) 公開請求の年月日 

(3) 請求のあった関係情報の内容 
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(4) 意見書の提出期限及び提出先 

２ 条例第１４条第１項及び第２項の規定による通知は、行政情報の公開に係る意見照会書

（様式第７号）により行うものとする。 

３ 条例第１４条第１項及び第２項の意見書は、行政情報の公開に係る意見書（様式第８号）

により行うものとする。 

４ 条例第１４条第３項（条例第２０条において準用する場合を含む。）の規定による通知

は、行政情報の公開に関する通知書（様式第９号）により行うものとする。 

（行政情報の公開等） 

第８条 行政情報を閲覧し、又は視聴する者は、当該行政情報を丁寧に取り扱うとともに係

員の指示に従わなければならない。 

２ 市長は、行政情報の閲覧又は視聴をする者が当該行政情報を改ざんし、汚損し、若しく

は破損したとき、又はこれらの行為をするおそれがあるときは、当該行政情報の閲覧又は

視聴を中止させ、又は禁止することができる。 

３ 行政情報の写しの交付の部数は、行政情報１件名につき１部とする。 

（電磁的記録の公開の方法） 

第９条 条例第１５条第２項の実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種

別に応じ、当該各号の定める方法とする。 

(1) 用紙に出力することができる電磁的記録 用紙に出力したものの閲覧若しくはその

写しの交付又は専用機器（公開決定を受けたものの閲覧又は視聴の用に備え付けられて

いるものに限る。以下同じ。）により再生したものの閲覧若しくは視聴又はそれらを複

写したものの交付 

(2) 前号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 専用機器により再生したものの閲覧若

しくは視聴又はそれを複写したものの交付 

（費用負担） 

第１０条 条例第１７条の規定による行政情報及び条例第２５条第５項の規定による意見書

又は資料の写しの交付に要する費用は実費とし、その額は別表のとおりとする。 

２ 前項の費用は、前納とする。 

（審査会諮問通知書） 

第１１条 条例第１９条の規定による通知は、審査会諮問通知書（様式第１０号）により行

うものとする。 

（出資等法人） 

第１２条 条例第３０条第１項の市長が定めるものは、毎年４月１日において市が基本金等

のおおむね２分の１以上を出資等している法人（以下「出資等法人」という。）とする。 

２ 市長は、前項に規定する出資等法人を指定し、又はその指定を取り消し、若しくは変更

したときは、速やかに、その旨を告示しなければならない。 

（実施状況の公表） 

第１３条 条例第３２条の規定による実施状況の公表は、請求件数、公開に関する決定の状

況、審査請求の状況その他必要な事項を市広報紙に掲載することにより行うものとする。 
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（その他） 

第１４条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１８年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の小高町情報公開条例施行規則（平成１３年

小高町規則第６号）、鹿島町情報公開条例施行規則（平成１２年鹿島町規則第３号）又は

原町市情報公開条例施行規則（平成１５年原町市規則第２１号）又は原町方部環境衛生組

合情報公開条例施行規則（平成１５年規則第６号）の規定によりなされた処分、手続その

他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成１９年規則第１８号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年規則第２２号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の南相馬市情報公開条例施行規則の規定による行政情報の公開に

ついては、この規則の施行の日以後の請求について適用し、同日前の請求に係る行政情報

の公開については、なお従前の例による。 

附 則（平成２８年３月３１日規則第４７号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成３１年３月２９日規則第９号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月２６日規則第１０号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 

別表（第１０条関係） 

区分 金額 

文書、

図 画

又 は

写真 

写 し

の 交

付 

単色刷りで日本工業規格A列３番以下の

大きさの用紙 

１枚につき１０円 

多色刷りで日本工業規格A列３番以下の

大きさの用紙 

１枚につき５０円 

上記以外の方法による写しの交付 当該写しの作成に要する費用として情

報公開担当課長が適当と認める額 
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電 磁

的 記

録 

印 刷

物 に

出 力

し た

もの 

単色刷りで日本工業規格A列３番以下の

大きさの用紙 

１枚につき１０円 

多色刷りで日本工業規格A列３番以下の

大きさの用紙 

１枚につき５０円 

上記以外の方法による写しの交付 当該写しの作成に要する費用として情

報公開担当課長が適当と認める額 

光ディスク等（CD―R、DVD、Blu-ray）に複写

したものの交付 

１枚につき１００円 

その他の電磁的記録 当該写しの作成に要する費用として情

報公開担当課長が適当と認める額 

公文書の写しの送付に要する費用 当該写しの送付に要する郵便料金に相

当する額 

備考 用紙の両面に印刷された文書、図画等については、片面をそれぞれ１枚として算定

する。 
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